
武蔵野市 Web 会議 システム 利用ガ イ ドライン  

 

 

１  背景  

近年、働き 方の多 様化、事務 効率化 の観点から Web 会 議システ ムの利

用は増加 してい た が、令 和２年 に新型 コロナウ イルス 感 染症 (COVID-19)

の感染が 世界的 に 拡大し た ことに よ り、遠 隔地で の通信 や 在宅勤 務を実

践する企 業が増 え、国内外問 わず利 用 が 急速に 拡大し た。本市では これ

までにも 、長期 計画 の策定委 員会等 で、時限的に 活用す る ことはあ った

が、今後 は緊急 時で も業務を 継続し 、遠 隔でもコ ミュニ ケ ーション を円

滑にとる ことが で きるよう 、積極 的 な活用が 求めら れ る。  

 

２  ガイ ドライ ン の目的  

  新型 コロナ ウ イルス感 染症対 策 に伴い、緊 急的な 庁 内外との コミュニ

ケーショ ン手段 の 確保が求 められ て おり、多様 な通信 手 段の確保 及び効

率 的 な 行 政 運 営 を 担 保 す る こ と を 目 的 と し て 本 市 で Web 会 議 シ ス テ ム

を利用す るにあ た り、その特 徴を理 解 し適切に 利用す る 必要があ る ため 、

利用手続 及び注 意 事項を示 す「武蔵 野 市 Web 会議シス テ ム利用ガ イドラ

イン」 (以下 「ガイ ドライン 」とい う 。 )を定める 。  

 

３  Web 会議シ ステ ムの定義 につい て  

  遠隔 拠点と イ ンターネ ットを 通 じて映像・音声・チ ャット の やり取り

や、資料の 共有な ど を行うこ とがで き るコミュ ニケー シ ョンツー ルのこ

と。本市に おける Web 会議の用 途は、庁内職員 同士の リ アルタイ ムでの

情報共有 、各種 業 務におけ る関係 者・関連団体との 連 絡調整 、外部委 員

等を含む 検討委 員 会等の遠 隔実施 等 とする。  

 

４  適用 範囲  

 本ガイ ドライ ン は、３に掲 げた用 途 において Web 会議 を開催あ るいは

外 部 の 者 が 開 催 す る Web 会 議 に 参 加 を す る 武 蔵 野 市 職 員 全 て 及 び 本 市

が開催す る Web 会 議への武 蔵野市 職 員以外 の 参加者 に 対して適 用 する 。 

 

５  基本 原則  

 (１ )利用で きる会 議  

業務上必 要と認 め られるも の。本 ガイ ドライン を参加 者 に遵守さ せる

ことを前 提とし て、Web 会議の実施 可否 について は、会議の 対象者や 運
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用方法な どを勘 案 のうえ各 部にお い て判断す ること と する。  

なお、個 人情報 を 取り扱う 会議を 実 施する場 合や、セ ンシティ ブな情

報のやり 取りが さ れる相談 事業な ど を web 会議シ ステ ムを使っ て実施

する場合 には、 実 施の前に 情報公 開 担当に相 談する こ と。  

 (２ )管理運用 に ついて  

 1)市 が 開 催 す る Web 会 議 で 使 用 す る シ ス テ ム ツ ー ル は 原 則 と し て

Cisco 社の Webex Meetings とする 。  

 2)Web 会議シス テ ムのユー ザーの 管 理は総務 部 情報 管 理課が行 い、各

会議の運 営につ い ては、会議を 主催す る ユーザ ー権限 を 与えられ た 主

管課 (事務局 )が 行 う。  

3)Web 会議へ参加す るための 情報が 記 載された 招待メ ー ルは事務 局が

直接参加 者に送 信 する。会議参 加のた めの情報 を ホー ム ページや ソー

シャルメ ディア 等 には掲載 しない 。  

4)Web 会議への参加 の承認は その都 度 事務局が 行い、 会 議参加予 定者

以外の参 加は認 め ない。  

5)市 役 所 以 外 か ら 市 役 所 と オ ン ラ イ ン で 接 続 し て Web 会 議 に 参 加 す

る相手方 につい て は、自身の機 器と通 信環境を 使うこ と を前提と する 。 

 6)例外として、各種検討 委員会 な どの外部 委員に つ いて、自身 の機器

と通信環 境を使 用 すること が困難 な ケースの み、通信機 能付きの 端末

を市から 貸与す る ことがで きる。貸与 する端末 は 委員 会 等を所管 する

事務局が 個別に 調 達 のうえ、貸 与者に 本ガイド ライン の 記載事項 を遵

守させな ければ な らない 。  

7)Web 会議の録音・ 録画につ いては 、 事務局の 判断で 行 い、 任意 とす

るが、録音・録画す る場合は 必ず Web 会議参加 者全員 の 承諾 を得 る必

要がある。また、事 務局以外 には原 則 録音・録画 をさせ て はならな い。  

8)与 え ら れ た ユ ー ザ ー 権 限 の 業 務 以 外 の 私 的 利 用 に つ い て は 認 め な

い。  

(３ )会議の公開  

1)公開の 会議を Web 会議で実施し た場 合、当面の間 は会議 映像につ い

ては非公 開とす る。なお、会 議録の 公開 は 従前の 通り行 う もの とす る。 

2)会議が 非公開 で 行われる 場合は、あ らかじめ 参加が 認 められた 者以

外の者に Web 会議 を視聴さ せては な らない。  

(４ )外部が主催 す る会議へ の参加  

1)市以外 が主催 す る Web 会議へ参 加 する場合 は、原則 として、各 部に

配備され たタブ レ ット端末 を使用 す る。  

2)相手方 が主催 す る会議に ついて は、ブラウザ 上での 利 用が可能 であ



るか、アプ リケー ションを 無償で 利 用可能な もので あ れば、安全 性を

確認した うえで 使 用 するこ と。  

 (５ )会議参加 へ の配慮  

会議参加 の際は、個 人情報や 機密情 報 が意図せ ず画面 に 映りこむこ

とのない ように 配 慮する 。また 、人に 聞かれる ような と ころから の参

加は避け ること と し、録音 録画さ れる 可能性が あるこ と を意識し て会

議に参加 する。  

 

６  委員 会・審 議 会等での 取扱い  

(１ )Web 会議参 加の 取扱い  

Web 会議システ ム による出 席は、当該 会議にお ける出 席 に含める もの

とする。映 像を送 受信でき ない場 合 であって も、音 声 が即時に 他の委 員

に伝わり、適時的 確 な意見表 明を委 員 相互で行 うこと が できると き は出

席とみな す。  

(２ )会議録への 記 載  

Web 会議シス テムの 利用によ り会議 に 出席した 場合に は 、当該出 席の

方法を会 議録に 記 載するも のとす る 。  

 (３ )委員報酬 等  

 報酬等 の支払 い 根拠のあ る委員 会 等への Web 会議に よる出席 は、当該

根拠規定 において Web 会議によ る出席 も同等と する 。な お、同等と する

旨につい て、根拠 規定にお いて個 別 に定める ことが 望 ましい。そ の他の

事前協議 や個別 協 議 につい ては、各 委 員会等の 支払い の 規程に従 うもの

とする。  

 

７  Web 会議用 タブ レット 端 末等の 取 扱いにつ いて  

(１ )運用管理簿 の 作成  

  各 部 に 配 備 さ れ た 端 末 を 使 用 す る 場 合 は 、 運 用 管 理 簿 を 作 成 し 、 端

末ごとに 使用者 の 所属及び 氏名、 利 用日時等 を記録 す ること。  

(２ )消毒の徹底  

  感染 症予防 の 観点から 、端末 及び ケーブル 等の付 属 機器につ いては 、

使 用 終 了 後 、 少 量 の 消 毒 用 ア ル コ ー ル が 含 ま れ た 柔 ら か い 布 等 で 拭 き

消 毒 を 行 う こ と 。 塩 素 や 塩 素 系 添 加 物 を 含 む も の は 故 障 や 変 形 、 変 色

等 の 原 因 と な る た め 使 用 し な い 。 拭 き 取 り の 際 は 、 開 口 部 に 湿 気 や 水

分が入り 込まな い ように注 意する こ と。  

 

８  トラ ブルな ど への対応  



(１ )情報流出の 防 止  

 情報流 出の防 止 のため、会 議等 で 使 用するた めに端 末 に保存し た資料

データは 、会議 終 了後に確 実に削 除 すること 。  

(２ )外部からの 攻 撃  

Web 会 議 へ の 第 三 者 の 侵 入 や 盗 み 見 、 情 報 漏 洩 が あ っ た 場 合 は 直  

ちに所属 長へ報 告 するとと もに、シス テム管理 者で あ る 情報管理 課 へ

連絡する こと。ま た 、利用端末 は最新 の アップデ ートを 適 用したＯ Ｓ・

アプリを 利用す る こと。  

(３ )なりすまし 被 害 防止  

なりすま し被害 防 止のため 、会 議開始 時点で 、参加 者を確 実に確認

したうえ で会議 を 開始する こと。  

(４ )接続障害  

接 続 障 害 に よ り 会 議 が 開 催 で き な い 場 合 、 別 の 手 段 で 連 絡 で き る 手

段を確保 してお く こと。  

(５ )盗難被害  

盗難・紛 失の際 は 直ちに所 属長へ 報 告すると ともに 、 システム 管理

者である 情報管 理 課 へ連絡 するこ と  

 

９  その 他  

 (１ )Web 会議シス テムの使 用方法 に ついて  

   Cisco 社の Webex Meetings について、 詳細の 使 用方法に ついて は

以下のリ ンク先 デ ータを参 照 する こ と。  

※ Webex Meetings の会議マ ニュア ル  使い方 ガイド  

https:/www.cisco.com/c/dam/global/ja_jp/products/collateral

/conferencing/webex -meetings/dekiru-webex-meetings.pdf 

 (２ )Web 会議シス テムに関 するよ く ある質問 と回答 に ついて  

Web 会議システ ムに 関するよ くある 質 問と回答 につい て は、別紙資

料を参照 するこ と 。  


